
 

 

設 立 趣 旨 書 
 

  

この法人は、地球温暖化の進行を食い止めるひとつの方策として、わが国の運輸部門におけるCO2排出量

の２分の１を占めるといわれる自家用車に代替する都市交通手段としての自転車(日本の保有台数、約

8500万台)の活用を推進することを目的に、交通政策の転換を具体的な立案と行動で促す特定非営利活動

を、一般市民を対象に行う組織である。 

 

 自転車の活用を推進することによって期待される環境、健康、交通、経済の各分野での効果は次のと

おりである。 

・ 短距離移動の手段を自動車から自転車に転換し、人類 大の問題である地球規模の気候変動をもたら

すとされている化石燃料の消費を減少させることに寄与する。 

・ 予防医療の観点から運動負荷を自在に制御できる自転車漕ぎは、日常の精神衛生を含む健康維持のみ

ならず、メタボリック・シンドローム（複合生活習慣病）などいわゆる成人病予防に寄与する。 

・ ５キロメートル未満の距離を単独移動するトリップが過半を占める自動車利用に対して、道路専有／

駐車必要面積が小さい自転車を活用し、交通渋滞、駐車対策など都市問題の解決に寄与する。 

・ 自転車は製造に要する資源やエネルギーの消費、走行時のエネルギーや道路への負荷、利用に起 

因する環境汚染など徒歩以外の交通手段に比べ極めて低い。また、健康増進面への貢献から国民医

療費抑制につながる等、国民生活上の経済性に優れ、持続可能な社会づくりに寄与する。 
 

 わが国では以上の効果を十分に発揮する自転車活用推進政策が未整備であるため、自転車の歩道走行

に起因する事故や駅前を中心とした放置自転車など、自転車の活用を阻害する問題が多々横たわってい

る。こうした現状を打破、解決するため、我々は主に以下の活動を一般市民に訴えて展開していく。  

・ 歩行者、自動車と分離された安全な自転車走行空間を確保するための活動 

・ 駅前および中心市街地における駐輪空間の確保のための活動 

・ 環境、健康、交通、経済面の視点から優れた交通手段である自転車の正しい利用法の普及活動 

・ 自転車通勤の奨励と直接、間接的に支援する制度の確立を行政、企業等に促す活動 

・ 幅広い視点からの自転車活用政策への立案とその実行への提案、提言活動 

・ 自転車利用者の交流を深めるとともに、利用者の意見を広く集め、政策に反映させる活動 

・ 自転車利用者自身による法律遵守、倫理向上を目指し｢自転車社会｣に相応しい環境整備を促す活動 

 

 我々は、2000年以降、「自転車活用推進研究会」として議論を積み重ね、政府並びに関係諸団体に対

する政策提言を続けている。また、2003年には自転車活用啓発サイトである「エコサイクル・マイレー

ジ」、2005年には自転車専用道／専用レーン整備を求める自転車利用者の意見を集約する「自転車ＤＯ！」

サイトや機関誌「月刊自転車ＤＯ！」などを発足させ、これらを通じて交通手段としての自転車の有効

活用啓発活動を行ってきた。これらの活動は暫定的に財団法人社会経済生産性本部を事務局として展開

してきたが、本来の市民の自発的な活動として、より自由に、より広範囲に、より積極的にこうした活

動を展開すべく、特定非営利活動法人を活動母体とし、広く一般に活動を知らしめることにより、賛同

者である会員による運営を目指すこととした。 

 我々は、持続可能かつ資源循環型社会の構築を目指す２１世紀社会にふさわしいゆったりと心豊かな

快適生活を、「自転車」を通じて広く一般に提案し、推奨するＮＰＯ法人を目指すものである。 
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